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６月１５日以降の学校生活について 

  

今般の臨時一斉休業に対して、ご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

本校では 5 月 25 日からの登校日、6 月 1 日からは分散登校を実施し、段階的に学校を再開しており

ます。現在のところ、感染症等に関わる大きな問題は発生しておりません。今後は、6月 15日（月）か

らの通常授業による学校再開に向け、「学校再開ガイドライン」に従い、生徒の安全を第一に考え、最善

の感染防止策を講じて準備を進めております。しかしながら、感染を完全に防止することは不可能であ

り、この点におきましては、保護者の皆様に、ご理解をお願いすることとなります。 

つきましては、下記のとおり、今後の日程と感染防止策等についてご連絡いたしますので、ご確認い

ただくとともに、ご家庭におかれましても、ご指導ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

なお、予定が変更となった場合は、すぐメールでお知らせするとともに、ホームページに掲載いたし

ます。また、本件について、ご不明な点などございましたら、何なりとお問い合わせください。 

   

記 

 

１ ６月１５日(月)からの時差登校と日課について  

感染予防のため、現在と同様に登校後、南舎１階入口において健康観察と手洗い指導を徹底します。

入口付近での混雑を解消するため、次のように学年ごとの時差登校とします。  

(1) 時差登校期間 ６月１５日(月)～２６日(金)  

(2) 登校時間帯  １年 ８：２５～８：３５   ２年 ８：３５～８：４５ 

３年 ８：４５～８：５５ 

※電車利用等で時間調整ができない生徒は、８：２５～８：５５の間に登校してください。 

(3) 始業時刻 ８：５５ （通常 ８：３５始業）  

(4) 授業時間 ４５分授業を６時間行います  

※感染状況や通学の混雑状況にもよりますが、６月２９日(月)からは通常日課に戻る予定です。   

※詳細な日課について、生徒に連絡するとともに、本校ホームページに掲載します。  

  

２ 健康管理について  

(1) 家庭での健康観察 

・毎朝、自宅で検温し「健康観察表」に記入し、この用紙を持参して登校してください。 

・熱がある場合や咳、のどの痛み、鼻水など風邪症状がある場合は、「出席停止」扱いとなります。

無理をしないで学校に連絡して休むようにしてください。 

(2) 新型コロナウイルス感染が確認された時の対応 

「生徒本人または同居する家族が感染した時」 、「生徒本人、または同居する家族が濃厚接触者と

認定された時」は、速やかに学校に連絡してください。この場合、登校は控え、学校や県・保健所

からの指示に従ってください。なお、感染前の行動等について事情を聴くことになりますので、必

ず連絡が取れるようにしておいてください。  



３ 臨時休業期間中の授業の補填について     

臨時休業期間中の授業時間を補うため、次のように年間行事を変更します。  

(1) 夏季休業 ８月 １日(日)～８月２０日(木) ［年度当初： ７月２１日(火)～８月２５日(火)］   

(2) 冬季休業１２月２９日(火)～１月 ３日(日) ［年度当初：１２月２５日(金)～１月 ６日(水)］  

(3) ５月実施予定の球技大会は中止 

(4) 前期および後期中間考査の期間を、それぞれ４日間から３日間に短縮 

上記のとおり日程を変更し、授業時間を確保します。また、国や県の感染防止策の動向を見なが

ら、９月以降の学校行事についても検討を進めております。今後の学校行事の変更等については、

ホームページに等で適宜お知らせします。  

 

４ 前期中間考査の実施について 

６月中旬実施予定の前期中間考査は、次のように日程を変更して行います。 

(1) 前期中間考査期間 ７月７日(火)～９日(木) ［年度当初：６月９日(火)～１２日(金)］ 

(2) 試験範囲・考査日程などの詳細は、考査一週間前までに生徒に提示します。  

  

５ 昼食について 

(1) 昼食は机を移動させず自分の席で、全員前を向き会話をしないで食べるように指導します。 

(2) 食事前には必ず手洗いをするように指導しますが、手洗い場等の混雑が予想されます。可能であ

れば、おしぼり・除菌シート等を持たせてください。 

(3) 昼休みにパン購入のため購買が混雑します。当面は、できるだけお弁当等を持たせていただいま

すよう、ご協力をお願いします。 

 

６ 部活動について 

部活動は、６月１５日(月)から再開予定です。長期間にわたり活動を自粛していましたので、再開

に当たっては、段階的に体作りができるまで、ケガ予防に努めるよう練習内容を計画します。 

また、感染防止策（３密回避、手洗いなど）を徹底し、下記の点に留意して活動します。 

なお、６月１５日（月）～２６日（金）の部活動は１７：３０までとし、１８：００には下校とな

ります。また、６月２９日（月）は、部ごとにミーティングを行い翌３０日（火）からは前期中間

考査１週間前になり、７月８日（水）までは活動禁止となります。ただし、公式試合等がある部は、

特別に活動を許可することがあります。  
 

＜部活動を行う上での留意事項＞ 

(1) 生徒本人の判断で参加するものとし、参加を強制することはしない。 

(2) 活動前後に健康状態を必ず確認し、体調不良の場合は参加しない。 

(3) 部室や更衣場所は、少人数の使用となるように場所と時間帯を設ける。 

(4) 屋内で活動する場合は、常時換気を徹底する。 

(5) 用具等については、極力共用を避けること。やむを得ず共用する場合は消毒を行い、活動後の手

洗いを徹底する。 

(6) 活動は、身体接触を極力控えた活動を行う。やむを得ず身体接触のある場合は、運動後の手洗い、 

更衣を徹底する。 

 

担当：教務主任 桐山 

TEL：0585-45-7755 


